








◇運動の期間：１２月１日（金）～１２月３１日（日）まで

  

 

令 和 ５ 年
（２０２３)

１２ 月号

３自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底３自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

☆自転車乗車中の交通事故による重症化率の高さを理解し、全ての自転車利用者

はヘルメットを着用しましょう。

☆「自転車安全利用五則」
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯 ④飲酒運転は禁止 ⑤ヘルメッ トを着用

１子どもと高齢者を始めとする交通事故防止の推進１子どもと高齢者を始めとする交通事故防止の推進

☆運転者の皆さんは、子どもや高齢者を見かけたら、徐行または一時停止する☆運転者の皆さんは、子どもや高齢者を見かけたら、徐行または一時停止する

などして、その行動に十分注意して運転しましょう。などして、その行動に十分注意して運転しましょう。

☆家庭や地域では、子どもや高齢者に対して、安全な道路の☆家庭や地域では、子どもや高齢者に対して、安全な道路の

横断や通行方法について一声かけ、地域全体で子どもと高横断や通行方法について一声かけ、地域全体で子どもと高

齢者の事故を防止しましょう。齢者の事故を防止しましょう。

２飲酒運転、妨害運転等の危険運転の根絶２飲酒運転、妨害運転等の危険運転の根絶

☆飲酒運転による事故は、未だ後を絶ちません。飲酒運転を「しない・させない・許

さない」環境づくりに努め、地域全体で飲酒運転を根絶させましょう。

☆妨害運転は重大な交通事故につながる悪質・危険な運転行為です。 車間距離

車間距離を保ち、無理な追い越しや割り込みは絶対にやめましょう。

４ 横 断 歩 道 利 用 者 フ ァ ー ス ト 運 動 の 推 進４ 横 断 歩 道 利 用 者 フ ァ ー ス ト 運 動 の 推 進

☆「横断歩道は歩行者優先」です。歩行者や自転車が横断しよう

としていると きは、横断歩道の手前で一時停止しましょう。

☆道路を横断するときは、左右の安全確認をして手を上げるな

どして運転者に横断する意思を明確に伝えましょう。

運 動 の 重 点運 動 の 重 点



年末にかけて、日の暮れる時間が早くなってきます。

それに伴い、午後５時から午後７時までの薄暮時間帯から夜

間にかけての交通事故が増加します。夕暮れ時に発

生しやすい事故の危険を考えてみましょう。

（薄暮時間帯：日没前３０分から日没後３０分の日没前後１時間を言う）

① 早 め の ラ イ ト 点 灯
まだ明るいと思っていても、早めに前照灯を点けましょう。

運転者自身が見やすいだけでなく、相手に車の存在を知らせることが

できます。

② 前照灯は ロ ー ビー ム と ハ イ ビ ー ム の切 り 替 え を
周囲が暗くなったら、対向車や前方に車両がい

ない場合には、前照灯をハイビームにしましょう。

ハイビームにすることで、視界が開け早期に危険を

察知でき交通事故を避けることができます。

「ハイビームの照射距離」

「ロービームの照射距離」

交通事故はいつ発生するか分かりません！！

～ドライバーは常に緊張感を持った運転を～
夕暮れ時は急に暗くなり、周囲の状況の変化に目が慣れるの

が追いつかなくなります。

また、車の運転者から見えにくくなる時間帯でもあり、事故

の危険性が非常に高くなります。

危険がいっぱいの夕暮れ時は、

「前後左右の安全確認をする」「運転に集中する」

ことで多くの交通事故を防ぐことができます。

今一度、交通事故に対する警戒心を高めましょう。



 
令和５年９月２９日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、国土交通省においては、令和４

年２月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型

車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同１２月に中間とりまとめを策定したとこ

ろです。 

本中間とりまとめにおいては、タイヤ脱着作業時のワッシャー付きホイール・ナットの点検、

清掃や各部位への潤滑剤の塗布、ホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、

適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等が、事故の主な原

因として報告されています。 

こうした状況を踏まえ、10 月から来年２月にかけて、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペ

ーン」を実施します。 

【主な取組】 

 大型車の使用者、運転者及び整備作業者等に対

して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要

性について周知・啓発を図る。 

 例年車輪脱落事故は冬用タイヤへの交換など車

輪脱着作業から１～２ヶ月後が大半を占めてお

り、積雪予報が発せられた直後に交換作業が集

中したことにより、不適切な脱着作業が行われ

ていたこともあることから、通常の降雪時期を

待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕

を持って正しい脱着作業を行えるべく、冬用タ

イヤ交換作業の平準化を推進する。 

 

また、更なる車輪脱落事故防止対策として、１０月１日より、自動車運送事業者及び整備管理

者に対する行政処分を導入することとします。 

➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止（初違反 ２０日車、再

違反 ４０日車） 

➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命

令 

 

 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発ポスター及びチラシ 

別紙２：令和4年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏ま

え、タイヤ脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防

止キャンペーン」を実施します。 

<問い合わせ先> 

自動車局整備課 杉本、坂本 

代表:03-5253-8111（内線：42412） 

直通:03-5253-8599 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車

定員３０人以上のバス 


